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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出発地から目的地までの推奨経路を任意の出発時刻について探索する経路探索手段と、
　現在時刻について前記経路探索手段により探索された推奨経路を、当該現在時刻に前記
出発地を出発し前記目的地に到着するとした場合において推定される、推定到着時刻を算
出する到着時刻推定手段と、
　前記推定到着時刻から所定時間間隔で複数の仮想到着時刻を設定する仮想到着時刻設定
手段と、
　前記仮想到着時刻設定手段により設定された複数の仮想到着時刻ごとに、それぞれの当
該仮想到着時刻に到着するために、前記出発地を出発すべき推奨出発時刻を算出する出発
時刻推定手段と、
　前記複数の仮想到着時刻および当該複数の仮想到着時刻にそれぞれ対応した前記複数の
推奨出発時刻を表示装置に表示させる表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする旅行情報提供装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、時刻軸を横軸とし、前記複数の仮想到着時刻および当該複数の仮
想到着時刻にそれぞれ対応する前記推奨出発時刻を縦軸方向に並べて、前記表示装置に表
示することを特徴とする請求項１記載の旅行情報提供装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、当該複数の仮想到着時刻にそれぞれ対応する前記推奨経路を前記
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表示装置に表示することを特徴とする請求項１記載の旅行情報提供装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、旅行情報提供装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、カーナビゲーション装置等を代表とする旅行情報提供装置においては、経路
案内を希望する出発地から目的地までの経路探索を行い、現在時刻から当該目的地までの
所要時間を推定して利用者に提示する技術が確立されており、これに関連して、所要時間
の推定に各時刻ごとの過去の所要時間分布を考慮して算出する技術が公知となっている（
特許文献１）。
【０００３】
【特許文献１】
　特開２０００－２３５６９２号公報（第２頁～第５頁、図１～図９）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来の旅行情報提供装置では、その時刻における所要時間を算出してそ
れを利用者に提示するにすぎないため、利用者は、現在時刻から時間の経過とともに所要
時間または到着予定時刻がどのように変化するかを知ることはできなかった。そのため、
利用者は、旅行情報提供装置が提供する旅行情報からは、時間の経過とともに所要時間ま
たは到着予定時刻がどのように変化するかを知ることができず、今出発すれば早く目的地
に到着できるのか、あるいは時間をおいて出発した方が時間的に効率良く目的地に到着で
きるのか等、といった旅行計画を見積もることができなかった。
【０００５】
　即ち、探索された推奨経路を進行した場合、交通渋滞等により今後、所要時間が増加す
る傾向にあるという事前情報を入手できれば、今すぐ出発すべきであろうし、また交通渋
滞等の解消により今後、所要時間が減少する傾向にあることがわかれば、しばらく時間を
おいて出発するほうが得策であろう等の、判断が利用者に可能になるが、このような旅行
情報は従来の旅行情報提供装置からは得ることができなかった。そのため、利用者は、時
間の経過による道路交通事情の変化を考慮して出発時刻を決めるといった旅行計画を立て
ることができなかった。
【０００６】
　また、出発時刻によっては、推奨経路とは異なる経路を進行した場合の方が、所要時間
が短くなることもあるが、従来の旅行情報提供装置では、そのような時間の経過とともに
所要時間が短いと推定される経路が変化することまで考慮した旅行情報を利用者に提示す
るには至っていない。そのため、このように時々刻々と変化する道路交通事情を踏まえて
推奨経路を選択するといった旅行計画を立てることもできなかった。
【０００７】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところ
は、道路交通事情の経時変化に基づいて旅行計画を立案可能な旅行情報を提供し得る旅行
情報提供装置を実現することにある。
【０００８】
【０００９】
【００１０】
【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
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【００１６】
【課題を解決するための手段および発明の作用・効果】
　上記目的を達成するため、請求項１の旅行情報提供装置では、出発地から目的地までの
推奨経路を任意の出発時刻について探索する経路探索手段と、現在時刻について前記経路
探索手段により探索された推奨経路を、当該現在時刻に前記出発地を出発し前記目的地に
到着するとした場合において推定される、推定到着時刻を算出する到着時刻推定手段と、
前記推定到着時刻から所定時間間隔で複数の仮想到着時刻を設定する仮想到着時刻設定手
段と、前記仮想到着時刻設定手段により設定された複数の仮想到着時刻ごとに、それぞれ
の当該仮想到着時刻に到着するために、前記出発地を出発すべき推奨出発時刻を算出する
出発時刻推定手段と、前記複数の仮想到着時刻および当該複数の仮想到着時刻にそれぞれ
対応した前記複数の推奨出発時刻を表示装置に表示させる表示制御手段と、を備えること
を技術的特徴とする。
【００１７】
　請求項１の発明では、到着時刻推定手段により、現在時刻について経路探索手段により
探索された推奨経路を当該現在時刻に出発地を出発し目的地に到着するとした場合におい
て推定される、推定到着時刻を算出し、仮想到着時刻設定手段により、推定到着時刻から
所定時間間隔で複数の仮想到着時刻を設定し、出発時刻推定手段により、仮想到着時刻設
定手段により設定された複数の仮想到着時刻ごとにそれぞれの当該仮想到着時刻に到着す
るために出発地を出発すべき推奨出発時刻を算出し、表示制御手段により、複数の仮想到
着時刻および当該複数の仮想到着時刻にそれぞれ対応した複数の推奨出発時刻を表示装置
に表示させる。これにより、利用者は、表示装置に表示された「複数の仮想到着時刻およ
び複数の推奨出発時刻」を参照できるので、現在時刻から推定される推定到着時刻のみな
らず、この推定到着時刻から所定時間間隔で設定された仮想到着時刻や、当該仮想到着時
刻に到着するために出発地を出発すべき推奨出発時刻についても、旅行情報として事前に
得ることができる。つまり、利用者は、時間の経過による道路交通事情の変化に基づいた
旅行情報によって、出発時刻を決めることができる。したがって、道路交通事情の経時変
化に基づいて旅行計画を立案可能な旅行情報を提供することができる。
【００１８】
　また、請求項２の旅行情報提供装置では、請求項１において、前記表示制御手段は、時
刻軸を横軸とし、前記複数の仮想到着時刻および当該複数の仮想到着時刻にそれぞれ対応
する前記推奨出発時刻を縦軸方向に並べて、前記表示装置に表示することを技術的特徴と
する。
【００１９】
　請求項２の発明では、時刻軸を横軸とし、複数の仮想到着時刻および当該複数の仮想到
着時刻にそれぞれ対応する推奨出発時刻を縦軸方向に並べて表示装置に表示させる。これ
により、仮想到着時刻およびこれから算出される推奨出発時刻についても、横軸である時
間軸に沿って、縦軸方向に複数並べられた状態で表されるため、利用者は、視覚的にそれ
らの違いを把握することができる。つまり、利用者は、表示装置に表示された「複数の仮
想到着時刻および複数の推奨出発時刻」の差異を視覚的に一見して把握することができる
ので、複数の仮想到着時刻から算出される推奨出発時刻のうちから、どの出発時刻を選択
すれば時間的に効率良く目的地に到着することができる等の旅行情報を事前に得ることが
できる。したがって、道路交通事情の経時変化を視覚的に把握し易く表示することで、旅
行計画を容易に立案可能な旅行情報を提供することができる。
【００２０】
　さらに、請求項３の旅行情報提供装置では、請求項１において、前記表示制御手段は、
当該複数の仮想到着時刻にそれぞれ対応する前記推奨経路を前記表示装置に表示すること
を技術的特徴とする。
【００２１】
　請求項３の発明では、当該複数の仮想到着時刻にそれぞれ対応する推奨経路を表示装置
に表示させることから、例えば、複数の仮想到着時刻ごとに推奨経路が異なる場合には、
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それらの経路の違いを視覚的に容易に把握することができる。これにより、利用者は、表
示装置に表示された「複数の仮想到着時刻および複数の推奨出発時刻」を参照できるばか
りでなく、複数の仮想到着時刻ごとに異なる推奨経路の相違についても、旅行情報として
事前に得ることができる。つまり、利用者は、時間の経過による道路交通事情の変化に基
づいた旅行情報によって、推奨経路を選択することができる。したがって、道路交通事情
の経時変化に伴う推奨経路の相違を視覚的に把握し易く表示することで、旅行計画を容易
に立案可能な旅行情報を提供することができる。
【００２２】
【００２３】
【００２４】
【００２５】
【発明の実施の形態】
　まず、本発明に関連する技術としての参考例を図１～図６に基づいて説明する。
［本発明に関連する参考例］
　はじめに本参考例によるナビゲーション装置の構成を図１に基づいて説明する。
　図１に示すように、ナビゲーション装置２０は、主に、ＣＰＵ２１、メモリ２２、地図
情報データベース２３、入出力インタフェイス２４、入力装置２５、ディスプレィ２６、
ＧＰＳセンサ３１、車速センサ３２、ジャイロセンサ３３、通信装置３５等から構成され
ている。
【００２６】
　ＣＰＵ２１は、ナビゲーション装置２０を制御する中央演算処理装置で、システムバス
を介してメモリ２２、地図情報データベース２３、入出力インタフェイス２４等と接続さ
れている。このメモリ２２には、ＣＰＵ２１を制御するシステムプログラム２２ａのほか
、各種制御プログラム２２ｂ～２２ｇ等が格納されており、ＣＰＵ２１はこれらのプログ
ラムをメモリ２２から読み出して逐次実行している。なお、このＣＰＵ２１には、現在の
時刻を計時する機能を有する時計２１ａが内蔵されている。
【００２７】
　メモリ２２は、システムバスに接続されている記憶装置であり、ＣＰＵ２１が使用する
主記憶空間を構成するものである。このメモリ２２には、システムプログラム２２ａをは
じめとして、入力装置２５からの情報入力を可能にする入力プログラム２２ｂ、後述する
情報センタ７０から交通情報を取得する機能を有する交通情報取得プログラム２２ｃ、ナ
ビゲーション装置２０の基本機能であるナビゲーション機能を担う経路探索プログラム２
２ｄ、仮想出発時刻や仮想到着時刻を設定する機能を有する仮想時刻設定プログラム２２
ｅ、探索された推奨経路を走行（進行）した場合に要する所要時間を算出し推定到着時刻
を算出する機能を有する推定到着時刻算出プログラム２２ｆ、後述するようにディスプレ
ィ２６に仮想出発時刻や推定到着時刻等あるいは推奨経路等をグラフィック表示させる制
御を行う機能を有する描画プログラム２２ｇ等が予め書き込まれている。
【００２８】
　地図情報データベース２３は、ＣＰＵ２１が使用する補助記憶空間を構成するハードデ
ィスク、コンパクトディスクやディジタルバーサティルディスク等で、システムバスを介
してＣＰＵ２１に接続されている。この地図情報データベース２３には、現実の道路ネッ
トワークが所定長さごとの道路リンクの集合としてデータ化されており、各道路リンクご
とにその道路リンクを通過するための所要時間や道幅、通行方向や速度規制等の各種情報
が合わせてデータとして蓄積されている。
【００２９】
　入出力インタフェイス２４は、入力装置２５、ディスプレィ２６、ＧＰＳセンサ３１、
車速センサ３２、ジャイロセンサ３３、通信装置３５等の入出力装置とＣＰＵ２１等との
データのやり取りを仲介する装置で、システムバスに接続されている。
【００３０】
　入力装置２５は、ナビゲーション装置２０の操作パネルに設けられている入力装置で、
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入出力インタフェイス２４を介してシステムバスに接続されている。この入力装置２５は
、利用者が経路探索を希望する目的地等に関する情報を入力プログラム２２ｂを介して入
力するものである。一般に、押圧式のスイッチを所定数並べた構成を採るが、入力操作の
簡便化を考慮してディスプレィ２６の表面に設けられたタッチパネル式のものや、あるい
は利用者の声を認識してナビゲーション装置２０への入力情報に変換する、マイクロフォ
ンと音声認識装置とで構成されているものもある。
【００３１】
　ディスプレィ２６は、出発地から目的地までの推奨経路や、ある出発時刻に出発した場
合、当該推奨経路を進行したときに当該目的地に到着するまでにかかる旅行時間（推定所
要時間）や推定到着時刻等を帯状表示の長さとして描画プログラム２２ｇを介して出力し
得る表示装置で、ナビゲーション装置２０の操作パネルに設けられている。このディスプ
レィ２６も、入出力インタフェイス２４を介してシステムバスに接続されており、例えば
、液晶表示器やＣＲＴ表示器により構成されている。また表示面に、入力装置２５を構成
するタッチパネルを備えているものもある。
【００３２】
　なお、本参考例では、入力装置２５とディスプレィ２６は、ナビゲーション装置２０の
操作パネルに設けたが、これに限られることはなく、ナビゲーション装置２０とは、別個
の筐体に、入力装置２５とディスプレィ２６とを構成しても良い。また入力装置２５とデ
ィスプレィ２６とが互いに物理的に分離された構成を採っても良い。また、本参考例のナ
ビゲーション装置は出力装置としてディスプレイのほかに図略のスピーカを備える。スピ
ーカからは経路案内、交通情報のほか、推定到着時刻などが音声により出力され、利用者
に各種の情報が通知される。
【００３３】
　ＧＰＳセンサ３１は、経度・緯度により車両の現在位置データを出力するためのもので
、入出力インタフェイス２４を介してシステムバスに接続されている。このＧＰＳセンサ
３１は、複数のＧＰＳ衛星からの信号を受信して利用者の絶対位置を計測するＧＰＳ受信
機等から構成されている。
【００３４】
　車速センサ３２およびジャイロセンサ３３は、車両の相対位置を計測するためのもので
、入出力インタフェイス２４を介してシステムバスに接続されている。これらセンサは自
律航法に使用されるもので、これらにより計測される相対位置は、ＧＰＳ受信機が衛星か
らの電波を受信できないトンネル内等において位置を得たり、ＧＰＳ受信機によって計測
された絶対位置の測位誤差を補正する等に利用される。
【００３５】
　通信装置３５は、情報センタ７０との間で無線通信回線によるデータの送受信を行うた
めの無線通信機器で、入出力インタフェイス２４を介してシステムバスに接続されている
。例えば、携帯電話機、ＰＨＳ等の無線通信システムを利用している。
【００３６】
　情報センタ７０は、主に、制御装置７２、通信装置７４等から構成されている。制御装
置７２は、ナビゲーション装置２０のＣＰＵ２１、メモリ２２等と同様に、ＣＰＵ、メモ
リ等を備えており、道路交通情報７２ｂをナビゲーション装置２０に送信し得る交通情報
提供プログラム７２ａを格納している。これにより、ナビゲーション装置２０の要求に応
じて、ナビゲーション装置２０に道路交通情報７２ｂを提供できるようにしている。
【００３７】
　情報センタ７０の通信装置７４は、ナビゲーション装置２０との間で無線回線によるデ
ータの送受信を行うための無線通信機器で、ナビゲーション装置２０の通信装置３５と同
様に、例えば自動車電話機、携帯電話機、ＰＨＳ等の無線通信システムを利用し、もしく
はナビゲーション装置２０の通信装置３５と通信を行う電話回線交換局と接続するための
機器を利用して構成されている。
【００３８】
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　ここで、メモリ２２に格納されている、入力プログラム２２ｂ、交通情報取得プログラ
ム２２ｃ、経路探索プログラム２２ｄ、仮想時刻設定プログラム２２ｅ、推定到着時刻算
出プログラム２２ｆおよび描画プログラム２２ｇの概要を説明する。
【００３９】
　入力プログラム２２ｂは、ナビゲーション装置２０の利用者が経路案内を希望する目的
地、その出発地、出発時刻あるいは到着時刻等に関する情報等その他、ナビゲーション機
能を利用する上で必要な各種情報等を、利用者に対し入力装置２５を介して入力させ、他
のプログラムや処理等に受け渡す機能を有するものである。
【００４０】
　交通情報取得プログラム２２ｃは、インターネットやＶＩＣＳ（道路交通情報通信シス
テム）に接続された通信装置３５を介して情報センタ７０から道路交通情報７２ｂを取得
する機能を有するもので、これにより車両外部から所望の道路交通情報７２ｂを取得して
いる。
【００４１】
　経路探索プログラム２２ｄは、入力装置２５により入力された目的地を地図情報データ
ベース２３に記憶された地図情報に基づいて検索する機能と、入力装置２５により入力さ
れた出発地あるはＧＰＳセンサ３１等により検出される車両の現在地から当該希望目的地
に至るまでの推奨経路を地図情報データベース２３に記録されている道路情報２３ａに基
づいて探索する機能と、の２つの機能を有するもので、特許請求の範囲に記載の「経路探
索手段」に相当するものである。
【００４２】
　なお、ここにいう「推奨経路」とは、出発地（または現在地）から目的地に到るまでの
総経路長が最短である距離的最短経路のほか、交通情報取得プログラム２２ｃ等により取
得した道路交通情報７２ｂに基づいた交通渋滞等を加味して出発地（または現在地）から
目的地に到るまでの総所要時間が最短である時間的最短経路をも含む概念である。
【００４３】
　仮想時刻設定プログラム２２ｅは、後述する仮想出発時刻や仮想到着時刻を設定する機
能を有するもので、特許請求の範囲に記載の「仮想到着時刻設定手段」に相当するもので
ある。例えば、ＣＰＵ２１に内蔵された時計２１ａから取得される現在時刻と当該現在時
刻から所定時間（例えば３０分）間隔で１時間３０分後まで合計４種類の時刻を仮想出発
時刻として設定したり、また推定到着時刻算出プログラム２２ｆにより算出された推定到
着時刻に所定時間（例えば３０分）ずつ加え、推定到着時刻から１時間３０分後までの時
刻を仮想到着時刻として設定する。
【００４４】
　推定到着時刻算出プログラム２２ｆは、例えば、任意の出発時刻に出発地を出発して経
路探索プログラム２２ｄにより探索された推奨経路を走行した場合に要する推定所要時間
を、交通情報取得プログラム２２ｃ等により取得した道路交通情報７２ｂに基づいた交通
渋滞等を考慮して算出するほか、この推定所要時間に出発時刻を加算することによって推
定到着時刻を算出する機能を有するもので、特許請求の範囲に記載の「到着時刻推定手段
」に相当するものである。
【００４５】
　描画プログラム２２ｇは、各種画面情報をディスプレィ２６に線図として描画する機能
のほか、地図情報データベース２３の道路情報２３ａをもとに地図を描画したり、経路探
索プログラム２２ｄにより探索された推奨経路を地図上に描画する機能の有する。また仮
想時刻設定プログラム２２ｅにより設定された仮想出発時刻等や推定到着時刻算出プログ
ラム２２ｆにより算出された推定所要時間あるいは推定到着時刻を、時間軸を横軸に設定
した帯状表示の長さとして表現したりする機能を有するものである（図３参照）。なお、
この描画プログラム２２ｇは、特許請求の範囲に記載の「表示制御手段」に相当するもの
である。
【００４６】
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　次に、本ナビゲーション装置２０により処理される旅行情報提供プログラムの流れを図
２～図６に基づいて説明する。なお、以下説明する旅行情報提供プログラムによる各処理
は、前述した入力プログラム２２ｂ、交通情報取得プログラム２２ｃ、経路探索プログラ
ム２２ｄ、仮想時刻設定プログラム２２ｅ、推定到着時刻算出プログラム２２ｆおよび描
画プログラム２２ｇにより実行されるもので、システムプログラム２２ａのメインルーチ
ンから起動されるものである。
【００４７】
　図２に示すように、ナビゲーション装置２０により処理される旅行情報提供プログラム
では、まずステップＳ１０１により出発地と目的地を入力する処理が行われる。具体的に
は、入力プログラム２２ｂにより描画プログラム２２ｇを介してディスプレィ２６に所定
の入力画面を表示させることにより、タッチパネル等の入力装置２５を介して経路案内を
希望する目的地や出発地を選択したり、あるいは目的地名称や出発地名称をテキストボッ
クスに入力する等の入力操作を利用者に促す。また現在地を出発地とするような場合には
、このような入力操作を利用者に強いることなく、ナビゲーション装置２０を搭載した車
両の現在位置データをＧＰＳセンサ３１やジャイロセンサ３３から取得し、これを出発地
として設定することもできる。これにより、入力された当該目的地に関する目的地情報お
よび出発地に関する出発地情報は、メモリ２２の作業領域等に記憶されるので、経路探索
プログラム２２ｄ等に対する当該出発地情報および目的地情報の受渡しを可能にしている
。
【００４８】
　次のステップＳ１０３では、出発時刻を入力する処理が行われる。この入力処理も、前
述のステップＳ１０１と同様に、描画プログラム２２ｇを介してディスプレィ２６に所定
の入力画面を表示させることにより、利用者に、タッチパネル等の入力装置２５を介して
希望する出発地の出発時刻を選択したり、当該時刻をテキストボックスに入力する等の入
力操作を促す。また現在時刻を出発時刻とするような場合には、このような入力操作を利
用者に強いることなく、ナビゲーション装置２０のＣＰＵ２１に内蔵された時計２１ａか
ら取得される現在時刻を出発時刻として設定することもできる。これにより、入力された
当該出発時刻は、メモリ２２の作業領域等に記憶されて、仮想時刻設定プログラム２２ｅ
等に対する当該出発時刻の受渡しを可能にしている。
【００４９】
　続くステップＳ１０５では、複数の仮想出発時刻を設定する処理が行われる。この処理
は、仮想時刻設定プログラム２２ｅにより実行されるものである。例えば、ステップＳ１
０３により入力された出発時刻（現在時刻）と、これ対して所定時間の３０分間隔で１時
間３０分後までの合計４種類の時刻と、を仮想出発時刻として設定する。具体例を挙げる
と、出発時刻を午前７時とすれは、この「午前７時００分」と、これに３０分間隔で１時
間３０分後までの「午前７時３０分」、「午前８時００分」、「午前８時３０分」との４
種類の仮想出発時刻が設定される。
　なお、仮想出発時刻の設定の際に、上記４種類の仮想出発時刻に加え、ステップＳ１０
３で入力された出発時刻から所定時間間隔だけ早い時刻（上記例では入力された出発時刻
「午前７時」に対して所定時間間隔「３０分」だけ早い時刻「午前６時３０分」）を追加
することも好適である。
【００５０】
　次のステップＳ１０７では、交通情報を取得する処理が行われる。この処理は、交通情
報取得プログラム２２ｃにより実行されるもので、情報センタ７０から通信装置３５を介
して、例えば、ステップＳ１０１で入力等された出発地から目的地までを半径とした円内
エリアにおける現在の道路交通情報７２ｂを取得するほか、ステップＳ１０５で設定した
仮想出発時間ごとに、当該エリアにおける各道路それぞれについての過去の所要時間デー
タを道路交通情報７２ｂとして情報センタ７０から取得する。
【００５１】
　例えば、先の具体例では「午前７時００分」、「午前７時３０分」、「午前８時００分
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」、「午前８時３０分」の４種類の仮想出発時刻ごとに道路交通情報７２ｂを取得する。
このステップＳ１０７により取得された道路交通情報７２ｂには、道路に設置されたセン
サからのデータに基づく道路の混雑の度合、もしくは各道路を通過する車両の平均車速が
含まれ、さらに過去の道路交通情報から推定された今後の、各道路の混雑の度合もしくは
各道路を通過する際の車速の推定値が含まれる。
【００５２】
　また、このステップＳ１０７による交通情報の取得処理は、仮想出発時刻を基準に取得
する場合に限られることはなく、例えば、当該エリアの交通情報を出発時刻から所定時間
経過後までの間で５分間隔ごとに取得するように行っても良い。これにより、次のステッ
プＳ１０９により、車両の進行に伴う時間経過も考慮した道路交通情報７２ｂを取得でき
るので、時々刻々と変化する交通渋滞等の道路交通事情に対応した時間的最短経路の探索
を行うことができる。
【００５３】
　ステップＳ１０９では、仮想出発時刻ごとに経路を探索する処理が行われる。この処理
は、経路探索プログラム２２ｄにより実行されるもので、特許請求の範囲に記載の「経路
探索手段」に相当するものである。具体的には、ステップＳ１０７により取得された道路
交通情報７２ｂに基づく交通渋滞等を考慮して、出発地（または現在地）から目的地に到
るまでの所要時間の合計が最短である時間的最短経路、つまり最も短い時間で目的地に到
達できる経路が、仮想出発時刻ごとに探索される。そのため、複数の仮想出発時刻に対し
て、それぞれ異なる時間的最短経路が探索される場合もある。
【００５４】
　例えば、先の具体例では「午前７時００分」、「午前７時３０分」、「午前８時００分
」、「午前８時３０分」の４種類の仮想出発時刻ごとに、時間的最短経路がそれぞれ探索
され、「午前７時００分」および「午前７時３０分」に出発した場合には推奨経路Ａが、
また「午前８時００分」および「午前８時３０分」に出発した場合には推奨経路Ｂが、そ
れぞれ探索される。
【００５５】
　このステップＳ１０９による所要時間は、各道路リンクごとに直接データとして指定さ
れて地図情報データベース２３に蓄積されたものを、当該推奨経路に関して積算すること
により算出されるが、一般道、高速道路等の道路種別ごとに平均車速を設定することによ
り、その道路リンクの長さをこの平均車速で除することで所要時間を算出しても良い。こ
のように算出された所要時間の累積結果をコスト関数として演算することにより、出発地
から目的地まで到達する道路リンクの集合のうちから、最小コストの道路リンクの集合を
時間的最短経路として選択し、推奨経路が探索される。
【００５６】
　また、ステップＳ１０７により、例えば、出発時刻から所定時間経過後までの間で５分
間隔ごとに道路交通情報７２ｂを取得している場合には、車両の進行に伴う時間経過を考
慮しながら、時々刻々と変化する交通渋滞等の道路交通事情に対応した時間的最短経路を
探索することができるので、より道路交通事情に即した当該経路を仮想出発時刻ごとを得
ることができる。
【００５７】
　なお、各道路リンクの日時毎の所要時間が地図情報データベース２３等に予め蓄積され
ている場合には、ステップＳ１０７による交通情報を取得する処理を行わなくとも当該地
図情報データベース２３内の所要時間データを用いることで、コスト関数を算出すること
もできる。但し、最新の交通情報を得られる点では、外部の情報センタ７０から道路交通
情報７２ｂを取得する方が望ましい。
【００５８】
　続くステップＳ１１１では、推定到着時刻を算出する処理が行われる。この処理は、推
定到着時刻算出プログラム２２ｆにより実行されるもので、特許請求の範囲に記載の「到
着時刻推定手段」に相当するものである。
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　即ち、このステップＳ１１１では、ステップＳ１０９により仮想出発時刻ごとに探索さ
れた推奨経路を、仮想出発時刻に出発地を出発し目的地に到着するとした場合において推
定される推定到着時刻が算出される。この推定到着時刻の算出は、ステップＳ１０７で取
得した道路交通情報７２ｂに含まれる、今後の交通渋滞予想を参照しながら行われるため
、例えば、現在時刻に出発地を出発した場合の各道路リンクの所要時間が参照され、現在
時刻に当該所要時間を加えたものが推定到着時刻となる。また、ステップＳ１０７により
、例えば、出発時刻から所定時間経過後までの間で５分間隔ごとに道路交通情報７２ｂを
取得している場合には、車両の進行に伴う時間経過を考慮しながら、時々刻々と変化する
交通渋滞等の道路交通事情に対応した推定到着時刻を算出することができる。
【００５９】
　なお、出発時刻が変われば、道路交通情報７２ｂに含まれる各道路リンクごとの所要時
間も変化するので、出発地から目的地までの所要時間も変化することがある。例えば、先
の具体例では「午前７時００分」における探索経路上の一部の区間が通勤ラッシュによる
混雑が発生しており、所要時間が２時間３０分かかる場合であっても、その３０分後には
、その通勤ラッシュが解消することが過去のデータから判明しているときは、「午前７時
３０分」に出発した場合の所要時間が２時間１５分というように、１５分短くなることが
ある。
【００６０】
　続くステップＳ１１３では、仮想出発時刻および推定到着時刻、または推奨経路を表示
する処理が行われる。この処理は、描画プログラム２２ｇにより実行されるもので、特許
請求の範囲に記載の「表示制御手段」に相当するものである。
　即ち、ステップＳ１１３では、時刻軸を横軸とし、複数の仮想出発時刻および当該複数
の仮想出発時刻にそれぞれ対応する推定到着時刻を縦軸方向に並べて、ディスプレィ２６
に表示する。例えば先の具体例においては、図３に示すように、仮想出発時刻、旅行時間
（推定所要時間）および推定到着時刻が表示される。
【００６１】
　ここで、図３の表示例について説明する。この表示例は、先の具体例により、ステップ
Ｓ１０５において、仮想出発時刻を「午前７時００分」、「午前７時３０分」、「午前８
時００分」、「午前８時３０分」の４種類に設定した場合のものであるため、午前７時前
から午前１１時過ぎに到る時刻軸を横軸として表し、仮想出発時刻である「午前７時００
分」、「午前７時３０分」、「午前８時００分」および「午前８時３０分」のそれぞれに
ついて、表示画面左端から右側方向に向かって延びる幅太帯表示Ｇs1～Ｇs4の長さによっ
て時刻表現を行っている。
【００６２】
　また、この仮想出発時刻を表す幅太帯表示において、幅太帯表示Ｇs1、Ｇs2と幅太帯表
示Ｇs3、Ｇs4との表示色が異なって表現されているのは、この例の場合には、ステップＳ
１０９により、「午前７時００分」および「午前７時３０分」に出発した場合には推奨経
路Ａが探索され、「午前８時００分」および「午前８時３０分」に出発した場合には推奨
経路Ｂが探索されていることから、それぞれの推奨経路ごとに区別して仮想出発時刻を表
現するためである。
【００６３】
　一方、推定到着時刻についても、同じ時刻軸に対して、それぞれの仮想出発時刻に対応
させて幅太帯表示を行っている。本例の場合には、仮想出発時刻である「午前７時００分
」に対する推定到着時刻として「午前９時３０分」、「午前７時３０分」に対する推定到
着時刻として「午前９時４５分」、「午前８時００分」に対する推定到着時刻として「午
前１０時００分」、「午前８時３０分」に対する推定到着時刻として「午前１０時３０分
」、をそれぞれ表示画面右端から左側方向に向かって延びる幅太帯表示Ｇa1～Ｇa4の長さ
によって時刻表現を行っている。なお、この推定到着時刻を表す幅太帯表示においても、
幅太帯表示Ｇa1、Ｇa2と幅太帯表示Ｇa3、Ｇa4との表示色が異なって表現されているのは
、この例の場合には、ステップＳ１０９により探索された推奨経路が、経路Ａ、Ｂの２種
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類存在し、それぞれの推奨経路ごとに区別して表現するためである。
【００６４】
　推定所要時間である旅行時間については、幅太帯表示Ｇs1～Ｇs4により表現された仮想
出発時刻と幅太帯表示Ｇa1～Ｇa4により表現された推定到着時刻との間に、それぞれの仮
想出発時刻に対応して幅細帯状に時間表現されている。
【００６５】
　即ち、本例の場合には、仮想出発時刻である「午前７時００分」に対する旅行時間とし
て「２時間３０分」の長さに設定された幅細表示Ｇt1が、仮想出発時刻の幅太帯表示Ｇs1
と推定到着時刻の幅太帯表示Ｇa1との間に表示されている。また仮想出発時刻である「午
前７時３０分」に対する旅行時間についても同様に、「２時間１５分」の長さに設定され
た幅細表示Ｇt2が、仮想出発時刻の幅太帯表示Ｇs2と推定到着時刻の幅太帯表示Ｇa2との
間に表示されている。同様に「２時間００分」の長さに設定された幅細表示Ｇt3が、仮想
出発時刻の幅太帯表示Ｇs3と推定到着時刻の幅太帯表示Ｇa3との間に表示され、また「２
時間００分」の長さに設定された幅細表示Ｇt4が、仮想出発時刻の幅太帯表示Ｇs4と推定
到着時刻の幅太帯表示Ｇa4との間に表示されている。
【００６６】
　ここで、仮想出発時刻を「午前７時００分」に設定した場合よりも、仮想出発時刻を「
午前７時３０分」に設定した場合の方が、旅行時間の幅細帯表示Ｇt2が１５分短く表現さ
れているのは、前述したように、出発時刻が変われば、道路交通情報７２ｂに含まれる各
道路リンクごとの所要時間も変化し、この場合には、出発地から目的地までの旅行時間（
所要時間）が短縮されたためである。
【００６７】
　このように本例の場合では、推奨経路Ａを進行するときには、出発時刻によって旅行時
間が１５分程度変動することがあり、また推奨経路Ｂを進行するときには、出発時刻が午
前８時００分から同３０分までの間においては、２時間００分の旅行時間が変動しないこ
とがわかる。即ち、ステップＳ１１３により、仮想出発時刻およびこれから推定される推
定到着時刻を、横軸である時間軸に沿って縦軸方向に複数並べられた状態でディスプレィ
２６にグラフィック表示させるため、利用者は、視覚的にそれらの違いを把握することが
できる。
【００６８】
　つまり、利用者は、ステップＳ１１３により、ディスプレィ２６に表示された「複数の
仮想出発時刻および複数の推定到着時刻」の差異を視覚的に一見して把握することができ
るので、複数の仮想出発時刻から推定される推定到着時刻のうちから、どの出発時刻を選
択すれば時間的に効率良く目的地に到着することができる等の旅行情報を事前に得ること
ができる。したがって、道路交通事情の経時変化を視覚的に把握し易く表示することで、
旅行計画を容易に立案可能な旅行情報を提供することができる。
【００６９】
　このステップＳ１１３では、または複数の仮想出発時刻にそれぞれ対応する推奨経路を
ディスプレィ２６に表示する処理が行われる。例えば、図３に示す画面表示の例では、デ
ィスプレィ２６による表示枠内のいずれかを手等でタッチすると、図４に示すような経路
表示画面に切り替り、道路地図上に表された推奨経路Ａ、Ｂとともに仮想出発時刻、旅行
時間が表示される。なお、この道路地図は、地図情報データベース２３に格納されている
地図データに基づいて作画される。
【００７０】
　即ち、図４に示すように、道路地図上に推奨経路Ａ、Ｂを他の道路表示とは異なる色あ
るいは太さで表した経路表示をディスプレィ２６の画面左側に表示し、同画面の右側にそ
れぞれの推奨経路Ａ、Ｂに対する仮想出発時刻と旅行時間とを数値表示している。例えば
、本例の場合、経路Ａについては、仮想出発時刻「午前７時００分」に対する旅行時間「
２時間３０分」と、仮想出発時刻「午前７時３０分」に対する旅行時間「２時間１５分」
と、を画面右側上方に表示し、経路Ｂについては、仮想出発時刻「午前８時００分」に対
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する旅行時間「２時間００分」と、仮想出発時刻「午前８時３０分」に対する旅行時間「
２時間００分」と、を画面右側下方に表示している。
【００７１】
　このようにステップＳ１１３では、図３に示すような時間要素を主要表示内容として表
す表示形態と、図４に示すような経路要素を主要表示内容として表す表示形態と、の双方
を表示できるように、描画プログラム２２ｇにより表示演算処理を行っている。これによ
り、複数の仮想出発時刻ごとに推奨経路が異なる場合には、それらの経路の違いをディス
プレィ２６による画面表示によって、視覚的に容易に把握することができるので、利用者
は、図３に示すように、ディスプレィ２６に帯状表示された「複数の仮想出発時刻および
複数の推定到着時刻」を参照できるばかりでなく、図４に示すように、複数の仮想出発時
刻ごとに異なる推奨経路Ａ、Ｂの相違についても、旅行情報として事前に得ることができ
る。
【００７２】
　また、時間の経過に伴って推定所要時間最小の経路が同時に表示されるので、利用者は
、推奨経路と推定所要時間の双方を比較して出発時刻を決めることができる。具体的には
、経路によっては道路が細く歩道がないような道路は歩行者に気を使うから通りたくない
とか、逆に車線数が多く、平均車速が高いような道路は危険だから通りたくないとか、利
用者の嗜好によってできれば避けたい経路がある。また推奨経路によっては立ち寄りたい
店がある場合もある。一方、なるべく運転時間が短い方がよい（所要時間は短い方が良い
）と考える利用者も多い。そのような場合に、推奨経路と推定所要時間を同時に比較して
旅行計画を立てることができる。
【００７３】
　つまり、図３および図４に示す例では、利用者は、時間の経過による道路交通事情の変
化に基づいた旅行情報によって、推奨経路Ａまたは推奨経路Ｂを選択することができる。
したがって、道路交通事情の経時変化に伴う推奨経路の相違を視覚的に把握し易く表示す
ることで、旅行計画を容易に立案可能な旅行情報を提供することができる。
【００７４】
　以上説明したように、本参考例に係るナビゲーション装置２０および旅行情報提供プロ
グラムによると、仮想時刻設定プログラム２２ｅ（Ｓ１０５）により複数の仮想出発時刻
を設定し、推定到着時刻算出プログラム２２ｆ（Ｓ１１１）により、複数の仮想出発時刻
ごとに経路探索プログラム２２ｄ（Ｓ１０９）により探索された推奨経路を仮想出発時刻
に出発地を出発し目的地に到着するとした場合において推定される、推定到着時刻を算出
し、描画プログラム２２ｇ（Ｓ１１３）により、複数の仮想出発時刻Ｇs1～Ｇs4および当
該複数の仮想出発時刻Ｇs1～Ｇs4にそれぞれ対応した複数の推定到着時刻Ｇa1～Ｇa4をデ
ィスプレィ２６に表示させる。これにより、利用者は、ディスプレィ２６に表示された「
複数の仮想出発時刻Ｇs1～Ｇs4および複数の推定到着時刻Ｇa1～Ｇa4」を参照できるので
、現在時刻から推定される推定到着時刻のみならず、将来の仮想出発時刻（Ｇs1～Ｇs4）
から推定される推定到着時刻（Ｇa1～Ｇa4）についても、旅行情報として事前に得ること
ができる。
【００７５】
　つまり、所定時間間隔ごとに推定到着時刻が算出されディスプレィ２６に表示されるの
で、利用者は今後の所要時間または到着時刻を目安にしながら出発時刻を決めることがで
きる。即ち、利用者は、これら提示された旅行情報に基づいて、いつごろ出発したらいつ
ごろ目的地に到着できるかを把握することができる。また、時間の経過とともに推定所要
時間が最小となる経路が変化する場合には、各々の時刻に対する推定所要時間最小の経路
を利用者に提示することができるので、利用者は、出発時刻に応じて所要時間が短くなる
経路がどこを通過するかといったことが把握することができ、旅行計画を柔軟に見積もる
ことができる。したがって、道路交通事情の経時変化に基づいて旅行計画を立案可能な旅
行情報を利用者に提供することができる。
【００７６】
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　なお、以上説明した参考例では、車両に搭載されるタイプのナビゲーション装置で、す
べての演算制御処理を行うことを前提としたが、例えば、ナビゲーション装置２０から、
出発地情報、目的地情報出発時刻情報を特定の情報センタ７０に送信し、それを受信（図
２に示すＳ１０１、Ｓ１０３）した情報センタ７０内で、仮想出発時刻の設定（同図のＳ
１０５）、交通情報の取得（同図のＳ１０７）、経路探索（同図のＳ１０９）、推定到着
時刻の算出（同図のＳ１１１）を行い、その結果である「複数の仮想出発時刻のデータお
よび当該複数の仮想出発時刻にそれぞれ対応した複数の推定到着時刻のデータ」を当該情
報センタ７０の通信装置７４から車載のナビゲーション装置２０に送信し、それを車載の
ナビゲーション装置２０で受信するといった、いわゆる通信型のナビゲーション装置２０
において、情報センタ７０内のコンピュータに旅行情報提供プログラムによる処理を行わ
せても良い。
【００７７】
　また、図２に示すステップＳ１１１により算出された推定到着時刻に時間的な幅が存在
する場合には、図５に示すような曖昧表示を行っても良い。
　即ち、旅行時間と推定到着時刻との境界を、図３に示すように直線によって表現するの
ではなく、推定到着時刻に時間的な幅の度合いを振幅で表現した鋸刃状の折れ線によって
曖昧表示Ｇw1～Ｇw4を行っている。例えば、図５に示す推定到着時刻Ｇa1の曖昧表示Ｇw1
は、午前９時３０分を中心に±７．５分（時間幅１５分）の時間誤差が生じ得ることを鋸
刃状の折れ線の振幅によって表している。同様に、推定到着時刻Ｇa2の曖昧表示Ｇw2は、
午前９時４５分を中心に±１５分（時間幅３０分）の時間誤差が生じ得ること、また推定
到着時刻Ｇa3の曖昧表示Ｇw3は、午前１０時００分を中心に±７．５分（時間幅１５分）
の時間誤差が生じ得ること、さらに推定到着時刻Ｇa4の曖昧表示Ｇw4は、午前１０時３０
分を中心に±５分（時間幅１０分）の時間誤差が生じ得ること、をそれぞれ鋸刃状の折れ
線の振幅によって表している。
【００７８】
　これにより、推定到着時刻が含む誤差を表現することができるので、推定到着時刻の曖
昧さを利用者に明示することができる。なお、このような「曖昧表示」は、例えば、旅行
時間を表す幅細帯表示Ｇt1等と推定到着時刻を表す幅太帯表示Ｇa1等との境界を線により
区分けすることなく、双方の表示色による濃淡により色が自然に移り変わるように表現し
た、いわゆる「ぼかし」や「モザイク」によるものであっても良い。
【００７９】
　さらに、ステップＳ１０５において、仮想出発時刻をさらに細かく、例えば５分間間隔
で設定しておき、各仮想出発時刻ごとに経路の所要時間を推定し、算出した推定所要時間
が所定時間（例えば１５分）以上異なる場合の仮想出発時刻のみをステップＳ１１３によ
る表示の対象とする、時間フィルタをかける処理を行う。これにより、図６に示すような
フィルタリング表示をディスプレィ２６に行わせることができる。
【００８０】
　図６では、所要時間が２時間３０分、２時間００分、１時間４５分さらに２時間００分
、となる、それぞれの仮想出発時刻、７時００分、８時１５分、９時００分、９時１０分
の場合が表示されている。このように表示させることで、利用者には、今後、所要時間が
変化するのが今から何分後であるかを提示することができるので、利用者にとっては、今
後の交通渋滞の変化を見越して出発時間の調整を行うことができるようになる。
【００８１】
［本発明に係る実施形態］
　次に、本発明の一実施形態に係るナビゲーション装置により処理される旅行情報提供プ
ログラムの流れを図７～図９に基づいて説明する。なお、以下説明する実施形態に係る旅
行情報提供プログラムを実行するハードウェアは、前述したナビゲーション装置２０と同
様に構成されるため、それらの説明を省略するとともに、必要に応じて図１に示す符号を
参照して説明する。またこの実施形態に係る旅行情報提供プログラムによる各処理も、前
述した参考例による入力プログラム２２ｂ、交通情報取得プログラム２２ｃ、経路探索プ
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ログラム２２ｄ、仮想時刻設定プログラム２２ｅ、推奨出発時刻算出プログラムおよび描
画プログラム２２ｇにより実行されるもので、システムプログラム２２ａのメインルーチ
ンから起動されるものである。
【００８２】
　なお、「推奨出発時刻算出プログラム」は、仮想時刻設定プログラム２２ｅにより設定
された複数の仮想到着時刻ごとに、それぞれの当該仮想到着時刻に到着するために、出発
地を出発すべき推奨出発時刻を算出する機能を有するもので、特許請求の範囲に記載の「
出発時刻推定手段」に相当するものである。
【００８３】
　図７に示すように、本実施形態のナビゲーション装置２０により処理される旅行情報提
供プログラムでは、まずステップＳ２０１により出発地と目的地を入力する処理が行われ
る。この処理は、図２に示すステップＳ１０１と同様であり、具体的な入力方法等につい
ても同様であるため、それら説明を省略する。
【００８４】
　続くステップＳ２０５では、交通情報を取得する処理が行われる。この処理も、図２に
示すステップＳ１０５とほぼ同様である。具体的には、情報センタ７０から通信装置３５
を介して、例えば、ステップＳ２０１で入力等された出発地から目的地までを半径とした
円内エリアにおける現在時刻における道路交通情報７２ｂを取得する。なお、現在時刻は
、図１に示すように、ナビゲーション装置２０のＣＰＵ２１に内蔵された時計２１ａから
取得される現在時刻を利用する。
【００８５】
　また、このステップＳ２０５による交通情報の取得処理は、現在時刻を基準に取得する
場合に限られることはなく、例えば、当該エリアの交通情報を現在時刻から所定時間経過
後までの間で５分間隔ごとに取得するように行っても良い。これにより、次のステップＳ
２０７により、車両の進行に伴う時間経過も考慮した道路交通情報７２ｂを取得できるの
で、時々刻々と変化する交通渋滞等の道路交通事情に対応した時間的最短経路の探索を行
うことができる。
【００８６】
　次のステップＳ２０７では、現在時刻について経路を探索する処理が行われる。この処
理は、経路探索プログラム２２ｄにより実行されるもので、特許請求の範囲に記載の「経
路探索手段」に相当するものである。具体的には、ステップＳ２０７により取得された道
路交通情報７２ｂに基づく交通渋滞等を考慮して、出発地（または現在地）から目的地に
到るまでの所要時間の合計が最短である時間的最短経路、つまり最も短い時間で目的地に
到達できる経路を現在時刻について探索する。またこのステップＳ２０７においては、探
索した結果、所要時間の合計が最短にならなかった他の経路についても、記憶しておく。
これらの経路は、現在時刻については時間的最短経路にならなくても、ステップＳ２１１
により設定される将来の仮想到着時刻については時間的最短経路になり得る可能性がある
からである。
【００８７】
　このステップＳ２０７による所要時間は、各道路リンクごとに直接データとして指定さ
れて地図情報データベース２３に蓄積されたものを、当該推奨経路に関して積算すること
により算出されるが、一般道、高速道路等の道路種別ごとに平均車速を設定することによ
り、その道路リンクの長さをこの平均車速で除することで所要時間を算出しても良い。こ
のように算出された所要時間の累積結果をコスト関数として演算することにより、出発地
から目的地まで到達する道路リンクの集合のうちから、最小コストの道路リンクの集合を
時間的最短経路として選択し、推奨経路が探索される。
【００８８】
　また、ステップＳ２０５により、例えば、出発時刻から所定時間経過後までの間で５分
間隔ごとに道路交通情報７２ｂを取得している場合には、車両の進行に伴う時間経過を考
慮しながら、時々刻々と変化する交通渋滞等の道路交通事情に対応した時間的最短経路を



(14) JP 4333111 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

探索することができるので、より道路交通事情に即した当該経路を仮想出発時刻ごとを得
ることができる。
【００８９】
　なお、各道路リンクの日時毎の所要時間が地図情報データベース２３等に予め蓄積され
ている場合には、ステップＳ２０５による交通情報を取得する処理を行わなくとも当該地
図情報データベース２３内の所要時間データを用いることで、コスト関数を算出すること
もできる。但し、最新の交通情報を得られる点では、外部の情報センタ７０から道路交通
情報７２ｂを取得する方が望ましい。
【００９０】
　続くステップＳ２０９では、推定到着時刻を算出する処理が行われる。この処理は、推
定到着時刻算出プログラム２２ｆにより実行されるもので、特許請求の範囲に記載の「到
着時刻推定手段」に相当するものである。
　即ち、このステップＳ１１１では、ステップＳ２０７により現在時刻について探索され
た推奨経路を、現在時刻に出発地を出発し目的地に到着するとした場合において推定され
る推定到着時刻が算出される。この推定到着時刻の算出は、ステップＳ２０５で取得した
道路交通情報７２ｂに含まれる、今後の交通渋滞予想を参照しながら行われるため、例え
ば、現在時刻に出発地を出発した場合の各道路リンクの所要時間が参照され、現在時刻に
当該所要時間を加えたものが推定到着時刻となる。また、ステップＳ２０５により、例え
ば、出発時刻から所定時間経過後までの間で５分間隔ごとに道路交通情報７２ｂを取得し
ている場合には、車両の進行に伴う時間経過を考慮しながら、時々刻々と変化する交通渋
滞等の道路交通事情に対応した推定到着時刻を算出することができる。
【００９１】
　続くステップＳ２１１では、複数の仮想到着時刻を設定する処理が行われる。この処理
は、仮想時刻設定プログラム２２ｅにより実行されるもので、特許請求の範囲に記載の「
仮想到着時刻設定手段」に相当するものである。例えば、ステップＳ２０９により推定さ
れた推定到着時刻と、これ対して所定時間間隔（例えば３０分間隔）あるいは任意時間間
隔で合計４種類の時刻と、を仮想到着時刻として設定する。具体例を挙げると、推定到着
時刻を午前９時３０分とすれは、この「午前９時３０分」と、この１５分後の「午前９時
４５分」、これの３０分後の「午前１０時１５分」、これの３０分後の「午前１０時４５
分」との４種類の仮想到着時刻が設定される。
【００９２】
　次のステップＳ２１３では、推奨出発時刻を算出する処理が行われる。この処理は、推
奨出発時刻算出プログラムにより実行されるもので、特許請求の範囲に記載の「出発時刻
推定手段」に相当するものである。
　即ち、このステップＳ２１３では、ステップＳ２１１により設定された複数の仮想到着
時刻ごとに、それぞれの当該仮想到着時刻に到着するために、出発地を出発すべき推奨出
発時刻が算出される。例えば、推定到着時刻から３０分後に設定された仮想到着時刻に対
応する推奨出発時刻を算出するには、まず現在時刻から３０分後を出発時刻と仮定してＳ
２０９と同様に、到着時刻を推定する。そして、この推定した到着時刻が目標の仮想到着
時刻より５分早ければ出発時刻をさらに５分後として再度到着時刻を推定する。この処理
を数回繰り返すことによりほぼ仮想到着時刻に対する出発時刻を算出することができる。
最終的に算出した出発時刻を推奨出発時刻として採用する。このような処理を複数の仮想
到着時刻に対してそれぞれ行うことにより、それぞれの当該仮想到着時刻に対する推奨出
発時刻が算出される。なお推定所要時間はこのような処理の途中に算出される。
【００９３】
　また、ステップＳ２０７により記憶されている、所要時間の合計が最短にならなかった
他の経路についても、このような処理を行い、さらに複数の仮想到着時刻に対してもそれ
ぞれ行うことにより、それぞれの当該仮想到着時刻に対する推奨出発時刻が算出される。
これにより、複数の仮想到着時刻に対して、それぞれ異なる時間的最短経路が探索される
場合もある。さらに、ステップＳ２０５により、例えば、出発時刻から所定時間経過後ま
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での間で５分間隔ごとに道路交通情報７２ｂを取得している場合には、車両の進行に伴う
時間経過を考慮しながら、時々刻々と変化する交通渋滞等の道路交通事情に対応した推奨
出発時刻を算出することができる。
【００９４】
　例えば、前述の具体例では「午前９時３０分」、「午前９時４５分」、「午前１０時１
５分」および「午前１０時４５分」の４種類の仮想到着時刻ごとに、時間的最短経路がそ
れぞれ探索され、仮想到着時刻「午前９時３０分」に対し推奨出発時刻「午前７時００分
」、仮想到着時刻「午前９時４５分」に対し推奨出発時刻「午前７時３０分」、仮想到着
時刻「午前１０時１５分」に対し推奨出発時刻「午前８時１５分」、仮想到着時刻「午前
１０時４５分」に対し推奨出発時刻「午前８時４５分」が、それぞれ算出される。また「
午前９時３０分」および「午前９時４５分」に到着した場合には推奨経路Ｃ、「午前１０
時１５分」および「午前１０時４５分」に到着した場合には推奨経路Ｄ、がそれぞれ探索
される。
【００９５】
　また、到着時刻が変われば、道路交通情報７２ｂに含まれる各道路リンクごとの所要時
間も変化するので、出発地から目的地までの所要時間も変化することがある。これは、図
２に示すステップＳ１１１で既に説明したことと同様である。例えば、前記の具体例では
、推奨経路Ｃについて仮想到着時刻が、「午前９時３０分」の場合と「午前９時４５分」
の場合とを比較すると、仮想到着時刻が「午前９時４５分」の場合には、旅行時間（推定
所要時間）が１５分短縮されているように、探索経路上の交通渋滞等の道路交通事情によ
って変動することがある。
【００９６】
　続くステップＳ２１５では、推奨出発時刻および仮想到着時刻、または推奨経路を表示
する処理が行われる。この処理は、描画プログラム２２ｇにより実行されるもので、特許
請求の範囲に記載の「表示制御手段」に相当するものである。なおこの処理は、図２に示
すステップＳ１１３により「仮想出発時刻および推定到着時刻」を表示していたところを
「推奨出発時刻および仮想到着時刻」に置き換えれば、ステップＳ１１３とほぼ同様であ
る。そのため、表示処理の詳細については説明を省略する。
【００９７】
　例えば、前述の具体例においては、図８に示すように、推奨出発時刻、旅行時間（推定
所要時間）および仮想到着時刻が表示される。この表示例は、前述の具体例により、ステ
ップＳ２１１において、仮想到着時刻を「午前９時３０分」、「午前９時４５分」、「午
前１０時１５分」、「午前１０時４５分」の４種類に設定した場合のものであるため、午
前７時前から午前１１時過ぎに到る時刻軸を横軸として表し、仮想到着時刻である「午前
９時３０分」、「午前９時４５分」、「午前１０時１５分」、「午前１０時４５分」のそ
れぞれについて、表示画面左端から右側方向に向かって延びる幅太帯表示Ｇs5～Ｇs8の長
さによって時刻表現を行っている。
【００９８】
　また、この仮想到着時刻を表す幅太帯表示において、幅太帯表示Ｇs5、Ｇs6と幅太帯表
示Ｇs7、Ｇs8との表示色が異なって表現されているのは、この例の場合には、ステップＳ
２０７とステップＳ２１３により、「午前９時３０分」および「午前９時４５分」に到着
した場合には推奨経路Ｃが探索、選択され、「午前１０時１５分」および「午前１０時４
５分」に到着した場合には推奨経路Ｄが探索、選択されていることから、それぞれの推奨
経路ごとに区別して仮想到着時刻を表現するためである。
【００９９】
　一方、推奨出発時刻についても、同じ時刻軸に対して、それぞれの仮想到着時刻に対応
させて幅太帯表示を行っている。本例の場合には、仮想到着時刻である「午前９時３０分
」に対する推奨出発時刻として「午前７時００分」、「午前９時４５分」に対する推奨出
発時刻として「午前７時３０分」、「午前１０時１５分」に対する推奨出発時刻として「
午前８時１５分」、「午前１０時４５分」に対する推奨出発時刻として「午前８時４５分
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」、をそれぞれ表示画面右端から左側方向に向かって延びる幅太帯表示Ｇa5～Ｇa8の長さ
によって時刻表現を行っている。なお、この推奨出発時刻を表す幅太帯表示においても、
幅太帯表示Ｇa5、Ｇa6と幅太帯表示Ｇa7、Ｇa8との表示色が異なって表現されているのは
、この例の場合には、ステップＳ２０７とステップＳ２１３により探索、選択された推奨
経路が、経路Ｃ、Ｄの２種類存在し、それぞれの推奨経路ごとに区別して表現するためで
ある。
【０１００】
　推定所要時間である旅行時間については、幅太帯表示Ｇs5～Ｇs8により表現された仮想
到着時刻と幅太帯表示Ｇa5～Ｇa8により表現された推奨出発時刻との間に、それぞれの仮
想到着時刻に対応して幅細帯状に時間表現されている。
【０１０１】
　即ち、本例の場合には、仮想到着時刻である「午前９時３０分」に対する旅行時間とし
て「２時間３０分」の長さに設定された幅細表示Ｇt5が、仮想到着時刻の幅太帯表示Ｇs5
と推奨出発時刻の幅太帯表示Ｇa5との間に表示されている。また仮想出発時刻である「午
前９時４５分」に対する旅行時間についても同様に、「２時間１５分」の長さに設定され
た幅細表示Ｇt6が、幅太帯表示Ｇs6と幅太帯表示Ｇa6との間に表示され、同様に「２時間
００分」の長さに設定された幅細表示Ｇt7が、幅太帯表示Ｇs7と幅太帯表示Ｇa7との間に
表示され、また「２時間００分」の長さに設定された幅細表示Ｇt8が、幅太帯表示Ｇs8と
幅太帯表示Ｇa8との間に表示されている。
【０１０２】
　ここで、仮想到着時刻を「午前９時３０分」に設定した場合よりも、仮想到着時刻を「
午前９時４５分」に設定した場合の方が、旅行時間の幅細帯表示Ｇt6が１５分短く表現さ
れているのは、前述したように、到着時刻が変われば、道路交通情報７２ｂに含まれる各
道路リンクごとの所要時間も変化し、この場合には、出発地から目的地までの旅行時間（
所要時間）が短縮されたためである。
【０１０３】
　このようにステップＳ２１５により、仮想到着時刻およびこれから算出される推奨出発
時刻を、横軸である時間軸に沿って縦軸方向に複数並べられた状態でディスプレィ２６に
グラフィック表示させるため、利用者は、視覚的にそれらの違いを把握することができる
。
【０１０４】
　つまり、利用者は、ステップＳ２１５により、ディスプレィ２６に表示された「複数の
仮想到着時刻および複数の推奨出発時刻」の差異を視覚的に一見して把握することができ
るので、複数の仮想到着時刻から算出される推奨出発時刻のうちから、どの出発時刻を選
択すれば時間的に効率良く目的地に到着することができる等の旅行情報を事前に得ること
ができる。したがって、道路交通事情の経時変化を視覚的に把握し易く表示することで、
旅行計画を容易に立案可能な旅行情報を提供することができる。
【０１０５】
　このステップＳ２１５では、または複数の仮想到着時刻にそれぞれ対応する推奨経路を
ディスプレィ２６に表示する処理が行われる。例えば、図８に示す画面表示の例では、デ
ィスプレィ２６による表示枠内のいずれかを手等でタッチすると、前述の参考例による図
４に示すような経路表示画面に切り替る。そして、前述の参考例と同様に、道路地図上に
表された推奨経路Ｃ、Ｄとともに仮想到着時刻、旅行時間が表示される（図４に示す「経
路Ａ」、「経路Ｂ」をそれぞれ「経路Ｃ」、「経路Ｄ」に変更し、また「出発時刻」を「
到着時刻」に変更したものがこれに相当する）。なお、この道路地図は、地図情報データ
ベース２３に格納されている地図データに基づいて作画される。
【０１０６】
　このようにステップＳ２１５では、図８に示すような時間要素を主要表示内容として表
す表示形態と、図４に示すような経路要素を主要表示内容として表す表示形態と、の双方
を表示できるように、描画プログラム２２ｇにより表示演算処理を行っている。これによ
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り、複数の仮想到着時刻ごとに推奨経路が異なる場合には、それらの経路の違いをディス
プレィ２６による画面表示によって、視覚的に容易に把握することができるので、利用者
は、図８に示すように、ディスプレィ２６に帯状表示された「複数の仮想到着時刻および
複数の推奨出発時刻」を参照できるばかりでなく、図４に示すように、複数の仮想到着時
刻ごとに異なる推奨経路Ｃ（Ａの置き換え）、Ｄ（Ｂの置き換え）の相違についても、旅
行情報として事前に得ることができる。
【０１０７】
　つまり、図８および図４に示す例では、前述の参考例によるものと同様に、利用者は、
時間の経過による道路交通事情の変化に基づいた旅行情報によって、推奨経路Ｃまたは推
奨経路Ｄを選択することができる。したがって、道路交通事情の経時変化に伴う推奨経路
の相違を視覚的に把握し易く表示することで、旅行計画を容易に立案可能な旅行情報を提
供することができる。
【０１０８】
　以上説明したように、本実施形態に係るナビゲーション装置２０および旅行情報提供プ
ログラムによると、推定到着時刻算出プログラム２２ｆ（Ｓ２０９）により、現在時刻に
ついて経路探索プログラム２２ｄ（Ｓ２０７）により探索された推奨経路を当該現在時刻
に出発地を出発し目的地に到着するとした場合において推定される、推定到着時刻を算出
し、仮想時刻設定プログラム２２ｅ（Ｓ２１１）により、推定到着時刻から所定時間間隔
で複数の仮想到着時刻を設定し、推奨出発時刻算出プログラム（Ｓ２１３）により、複数
の仮想到着時刻ごとにそれぞれの当該仮想到着時刻に到着するために出発地を出発すべき
推奨出発時刻を算出し、描画プログラム２２ｇ（Ｓ２１５）により、複数の仮想到着時刻
Ｇa5～Ｇa8および当該複数の仮想到着時刻Ｇa5～Ｇa8にそれぞれ対応した複数の推奨出発
時刻Ｇs5～Ｇs8をディスプレィ２６に表示させる。これにより、利用者は、ディスプレィ
２６に表示された「複数の仮想到着時刻Ｇa5～Ｇa8および複数の推奨出発時刻Ｇs5～Ｇs8
」を参照できるので、現在時刻から推定される推定到着時刻のみならず、この推定到着時
刻から所定時間間隔で設定された仮想到着時刻（Ｇa5～Ｇa8）や、当該仮想到着時刻に到
着するために出発地を出発すべき推奨出発時刻（Ｇs5～Ｇs8）についても、旅行情報とし
て事前に得ることができる。
【０１０９】
　つまり、到着時刻を所定時間間隔で設定し、これに対応する推奨出発時刻を算出、表示
するので、利用者は目的地への到着時刻に注目して出発時刻を決めることができる。即ち
、利用者は、これら提示された旅行情報に基づいて、いつごろ出発したらいつごろ目的地
に到着できるかを把握することができる。また、時間の経過とともに推定所要時間が最小
となる経路が変化する場合には、各々の時刻に対する推定所要時間最小の経路を利用者に
提示することができるので、利用者は、出発時刻に応じて所要時間が短くなる経路がどこ
を通過するかといったことが把握することができ、旅行計画を柔軟に見積もることができ
る。したがって、道路交通事情の経時変化に基づいて旅行計画を立案可能な旅行情報を利
用者に提供することができる。
【０１１０】
　なお、前述した実施形態に係る旅行情報提供プログラムによる処理のほか、他の実施形
態として、図９に示すように、出発地と目的地を入力し（Ｓ３０１）、利用者が希望する
到着時刻を入力し（Ｓ３０３）、この到着時刻に基づいて複数の仮想到着時刻を設定した
後（Ｓ３０５）、複数の仮想到着時刻に対する交通情報を取得し（Ｓ３０７）、仮想到着
時刻ごとに、それぞれの当該仮想到着時刻に前記目的地に最短時間で到着可能な前記出発
地から前記目的地までの経路（最短時間経路）を探索して（Ｓ３０９）、前記仮想到着時
刻ごとに前記出発地を出発すべき推奨出発時刻を算出し（Ｓ３１１）、そして推奨出発時
刻および仮想到着時刻等をディスプレイ２６に表示する（Ｓ３１３）、といったアルゴリ
ズムからなる旅行情報提供プログラムを構成することも好適である。
【０１１１】
　即ち、前述の参考例が入力された出発時刻に対して複数の仮想出発時刻を設定するもの
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に対して、当該他の実施形態は、到着時刻を入力し、この入力された到着時刻に対して複
数の仮想到着時刻を設定するものである。当該他の実施形態によれば、利用者は旅行計画
を立てる際、目的地への到着時刻に着目して、現在地を出発すべき時刻を決定するための
旅行情報を得ることができる。
【０１１２】
　なお、「仮想到着時刻に前記目的地に最短時間で到着可能な前記出発地から前記目的地
までの経路」を探索する方法は前述の実施形態で説明した方法と同様に、出発時刻を適当
に設定して出発地から目的地までの時間最短経路および推定到着時刻を算出し、算出され
た推定到着時刻と目標とする仮想到着時刻との差に応じて出発時刻を修正して時間最短経
路と推定到着時刻を算出するという演算を数回繰り返すことで実現することができる。ま
た、図９のステップＳ３０５で仮想ｓ到着時刻を設定する際には、Ｓ３０３で入力された
到着時刻に対して所定時間間隔経過ごとの時刻とともに、入力された到着時刻より所定時
間早い時刻を仮想到着時刻として設定することも好適である。即ち、入力された到着時刻
の少し前の時刻から仮想到着時刻を設定することで、入力された到着時刻の前後を含めて
旅行時間の時刻毎の変化を利用者に提示することができる。
【０１１３】
　さらに、上記各表示例（図３、図４、図５、図６、図８）において、複数の出発時刻（
仮想出発時刻あるいは推奨出発時刻）と到着時刻（推定到着時刻あるいは仮想到着時刻）
の組のうち、旅行時間が最も短くなる出発時刻と到着時刻の組を、強調して表示する（例
えば色や線の太さを他の組と異なる態様で表示する）ことも好適である。このようにする
ことで、利用者に対して、旅行時間に着目した旅行計画を立てる際の目安として、旅行時
間が最も短くなる出発時刻と到着時刻の組を、理解しやすいように提示することが可能と
なる。
【０１１４】
　また、以上説明した各実施形態では、本発明を車両に搭載したナビゲーション装置に適
用した例として説明したが、本発明は、車両に搭載したナビゲーション装置や、利用者が
もつ情報端末に対して電気通信回線を介して旅行情報を提供する情報センタが当該旅行情
報を提供するためのプログラムとして実現することも可能である。この場合、図２、図７
、図９のフローチャートの処理において、出発地などを入力する処理は、利用者側の端末
から電気通信回線を通じて取得する処理に、また出発時刻や推奨経路を表示する処理は、
該当するデータ（出発時刻データや推奨経路のデータ）を利用者の端末へ送信する処理に
置き換えることで実現することができる。
【０１１５】
　また、以上説明した各実施形態では、目的地を入力し、経路探索を行った直後に仮想出
発時刻、もしくは仮想到着時刻を設定するようにしたが、一旦探索された推奨経路に沿っ
て移動している最中に、利用者の操作により、現在地、現在時刻から所定時間間隔の目的
地までの到着予想時刻を計算して表示するようにアルゴリズムを構成しても良い。これに
より、推奨経路に沿って移動の途中で、休憩をとろうとした場合、今後、目的地までの所
要時間が極端に長くならない程度での休憩時間の目安を得るのに便利となる。例えばラッ
シュアワーによる交通渋滞が発生するまでどの程度の時間的余裕があるかを、利用者が知
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　参考例に係るナビゲーション装置の構成を示すブロック図である。
【図２】　参考例に係るナビゲーション装置により処理される旅行情報提供プログラムに
よる処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】　図２に示す表示処理（Ｓ１１３）による時間要素を主要表示内容として表す画
面表示の例を示す説明図である。
【図４】　図２に示す表示処理（Ｓ１１３）による経路要素を主要表示内容として表す画
面表示の例を示す説明図である。
【図５】　図２に示す表示処理（Ｓ１１３）による曖昧表示の例を示す説明図である。
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【図６】　図２に示す表示処理（Ｓ１１３）によるフィルタリング表示の例を示す説明図
である。
【図７】　本発明の一実施形態に係るナビゲーション装置により処理される旅行情報提供
プログラムによる処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】　図２に示す表示処理（Ｓ２１５）による時間要素を主要表示内容として表す画
面表示の例を示す説明図である。
【図９】　本実施形態に係るナビゲーション装置により処理される他の旅行情報提供プロ
グラムによる処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
　２０　　　ナビゲーション装置（旅行情報提供装置、コンピュータ）
　２１　　　ＣＰＵ（経路探索手段、仮想到着時刻設定手段、到着時刻推定手段、出発時
刻推定手段、表示制御手段、出力制御手段）
　２１ａ　　時計
　２２　　　メモリ
　２２ｂ　　入力プログラム
　２２ｃ　　交通情報取得プログラム
　２２ｄ　　経路探索プログラム（経路探索手段）
　２２ｅ　　仮想時刻設定プログラム（仮想到着時刻設定手段）
　２２ｆ　　推定到着時刻算出プログラム（到着時刻推定手段）
　２２ｇ　　描画プログラム（表示制御手段）
　２３　　　地図情報データベース
　２５　　　入力装置
　２６　　　ディスプレィ（表示装置、出力手段）
　３１　　　ＧＰＳセンサ
　３２　　　車速センサ
　３３　　　ジャイロセンサ
　３５　　　通信装置
　７０　　　情報センタ
　７２　　　制御装置
　７４　　　通信装置（出力手段）
　Ａ、Ｂ　　経路（推奨経路）
　Ｓ１０９、Ｓ２０７（経路探索手段）
　Ｓ１１１、Ｓ２０９（到着時刻推定手段）
　Ｓ１１３　　　　　（表示制御手段、出力手段）
　Ｓ２１１　　　　　（仮想到着時刻設定手段）
　Ｓ２１３　　　　　（出発時刻推定手段）
　Ｓ２１５　　　　　（表示制御手段）
　Ｓ３０３　　　　　（到着時刻推定手段）
　Ｓ３０５　　　　　（仮想到着時刻設定手段）
　Ｓ３０９　　　　　（経路探索手段）
　Ｓ３１１　　　　　（出発時刻推定手段）
　Ｓ３１３　　　　　（表示制御手段）



(20) JP 4333111 B2 2009.9.16

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(21) JP 4333111 B2 2009.9.16

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(22) JP 4333111 B2 2009.9.16

【図９】



(23) JP 4333111 B2 2009.9.16

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０７－３０６８６７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１６２２３４（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０６５５８９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－１０１１６２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－２４９６７２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１７０２９７（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２３５６９２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G01C  21/00
              G06Q  50/00
              G09B  29/00
              G09B  29/10


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

